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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に搭載されると共にプラグと接続可能なレセプタクルであって、
　前記レセプタクルは、レセプタクルハウジングと、前記レセプタクルハウジングに保持
された複数のレセプタクルコンタクトとを備えており、
　前記複数のレセプタクルコンタクトは、２列以上のレセプタクルコンタクト列を構成し
ており、
　前記レセプタクルコンタクト列の夫々を構成する前記レセプタクルコンタクトは、ピッ
チ方向に並んでおり、
　前記レセプタクルコンタクトの夫々は、前記レセプタクルが前記基板上に搭載される際
に前記基板に固定される被固定部を有しており、
　前記レセプタクルハウジングは、前記ピッチ方向と直交する所定方向において隣り合う
２列の前記レセプタクルコンタクト列の間に１つ以上の開口部を有しており、
　２つ以上の前記被固定部は、１つの前記開口部内に延びており、
　前記レセプタクルハウジングは、第２主面を有しており、
　前記被固定部は、前記第２主面上に露出しており、
　前記レセプタクルコンタクトは、弾性変形可能なバネ部と、前記バネ部に支持された接
点とを更に有しており、
　前記レセプタクルハウジングは、２つ以上のレセプタクルコンタクト支持部と、２つ以
上の島状部と、１つ以上のレセプタクル側凹部と、２つ以上の受容部とを更に有しており



(2) JP 6635583 B2 2020.1.29

10

20

30

40

50

、
　前記レセプタクルコンタクト支持部及び前記島状部は、前記レセプタクルコンタクト列
に夫々対応しており、
　前記レセプタクルコンタクト支持部は、前記ピッチ方向に長手を有しており、
　前記島状部の夫々は、対応する前記レセプタクルコンタクト列の前記レセプタクルコン
タクトの前記バネ部を部分的に収容しており、
　前記島状部は、前記ピッチ方向に長手を有しており、
　前記受容部は、前記所定方向において、前記２列以上の前記レセプタクルコンタクト列
のうちの一つの前記レセプタクルコンタクト列に対応する前記レセプタクルコンタクト支
持部と前記島状部との間に位置しており、
　前記レセプタクル側凹部は、前記所定方向において、前記２列以上の前記レセプタクル
コンタクト列のうちの一つの前記レセプタクルコンタクト列に対応する前記レセプタクル
コンタクト支持部と前記２列以上の前記レセプタクルコンタクト列のうちの他の前記レセ
プタクルコンタクト列に対応する前記島状部との間に位置しており、
　前記開口部は、前記レセプタクル側凹部内に位置している
レセプタクル。
【請求項２】
　請求項１記載のレセプタクルであって、
　前記レセプタクルコンタクト列の夫々を構成する前記レセプタクルコンタクトの前記被
固定部は、互いに同じ方向に延びている
レセプタクル。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のレセプタクルであって、
　すべての前記被固定部は、前記所定方向において同一方位に延びている
レセプタクル。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のレセプタクルであって、
　前記隣り合う２列の前記レセプタクルコンタクト列の一方の前記レセプタクルコンタク
ト列を構成する前記レセプタクルコンタクトのすべての前記被固定部は、１つの前記開口
部内に延びている
レセプタクル。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載のレセプタクルであって、
　前記レセプタクルコンタクトは、圧入部を更に有しており、
　前記レセプタクルハウジングは、被圧入部を更に有しており、
　前記圧入部は、前記被圧入部に保持されている
レセプタクル。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれかに記載のレセプタクルであって、
　前記レセプタクルコンタクトは、弾性変形可能な対向バネ部を更に有しており、
　前記対向バネ部は、対向部を有しており、
　前記所定方向において、前記対向部は、前記バネ部と対向しており、
　前記対向バネ部は、前記レセプタクルコンタクト支持部内に部分的に収容されている
レセプタクル。
【請求項７】
　請求項６記載のレセプタクルであって、
　前記レセプタクルコンタクトは、被保持部と、湾曲部とを更に有しており、
　前記湾曲部は、前記ピッチ方向及び前記所定方向の双方と直交する上下方向において前
記被保持部と前記対向バネ部とから上方に延びると共に前記被保持部と前記対向バネ部と
を連結しており、
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　前記湾曲部は、前記ピッチ方向と直交する面内において前記バネ部と比較して薄い厚み
を有している
レセプタクル。
【請求項８】
　請求項７記載のレセプタクルであって、
　前記上下方向において、前記湾曲部は、前記バネ部よりも外側まで延びている
レセプタクル。
【請求項９】
　請求項７又は請求項８記載のレセプタクルであって、
　前記湾曲部は、前記ピッチ方向において、前記バネ部よりも細い
レセプタクル。
【請求項１０】
　請求項７乃至請求項９記載のレセプタクルにおいて、
　前記レセプタクルコンタクト支持部は、壁部を有しており、
　前記壁部の前記上下方向におけるサイズ（高さ）は、前記被保持部の前記上下方向にお
けるサイズ（高さ）以下であり、前記湾曲部は前記所定方向から見た場合に視認可能とな
っている
レセプタクル。
【請求項１１】
　プラグと請求項１乃至請求項１０のいずれかに記載のレセプタクルとを備えるコネクタ
組立体であって、
　前記プラグは、基板上に搭載されると共に前記レセプタクルと接続可能なものであり、
　前記プラグは、プラグハウジングと、前記プラグハウジングに保持された複数のプラグ
コンタクトとを備えており、
　前記複数のプラグコンタクトは、２列以上のプラグコンタクト列を構成しており、
　前記プラグコンタクト列の夫々を構成する前記プラグコンタクトは、前記ピッチ方向に
並んでおり、
　前記プラグコンタクトの夫々は、前記プラグが前記基板上に搭載される際に前記基板に
固定される被固定部を有しており、
　前記プラグハウジングは、前記所定方向において隣り合う２列の前記プラグコンタクト
列の間に１つ以上の開口部を有しており、
　前記プラグにおいて、２つ以上の前記被固定部は、１つの前記開口部内に延びており、
　前記プラグハウジングは、第１主面を有しており、
　前記プラグの前記被固定部は、前記第１主面上に露出しており、
　前記プラグハウジングは、前記プラグコンタクト列に夫々対応する２つ以上のプラグコ
ンタクト支持部と、１つ以上のプラグ側凹部を更に有しており、
　前記プラグコンタクト支持部は、前記ピッチ方向に長手を有しており、
　前記プラグ側凹部は、前記所定方向において、隣り合う２つの前記プラグコンタクト支
持部の間に位置しており、
　前記プラグの前記開口部は、前記プラグ側凹部内に位置している
コネクタ組立体。
【請求項１２】
　請求項１１記載のコネクタ組立体であって、
　前記プラグの前記被固定部は、前記所定方向において前記レセプタクルの前記被固定部
の延びる方向と逆向きに延びている
コネクタ組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板上に搭載されると共に相手側コネクタと接続可能なコネクタ及びコ
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ネクタ組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１７乃至図１９を参照すると、特許文献１には、回路基板９３０，９８０上に設置さ
れると共に互いに接続可能な第１コネクタ９００及び第２コネクタ９５０が開示されてい
る。図１７に示されるように、特許文献１の第１コネクタ９００は、複数の第１端子９１
０と、第１端子９１０を保持する第１ハウジング９２０とを備えている。第１端子９１０
は、ソルダーテール部９１２を有している。第１ハウジング９２０には、複数の第１端子
収容キャビティ９２２が形成されており、第１端子９１０は第１端子収容キャビティ９２
２に夫々収容されている。図１８に示されるように、特許文献１の第２コネクタ９５０は
、複数の第２端子９６０と、第２端子９６０を保持する第２ハウジング９７０とを備えて
いる。第２端子９６０は、ソルダーテール部９６２を有している。第２ハウジング９７０
には、複数の第２端子収容キャビティ９７２が形成されており、第２端子９６０は第２端
子収容キャビティ９７２に夫々収容されている。図１９に示されるように、第１コネクタ
９００のソルダーテール部９１２は回路基板９３０の配線ランド９３２に半田付けされて
おり、また第２コネクタ９５０のソルダーテール部９６２は回路基板９８０の配線ランド
９８２に半田付けされている。第１コネクタ９００と第２コネクタ９５０は夫々基板上に
搭載された状態で互いに嵌合し、第１コネクタ９００の第１端子９１０と第２コネクタ９
５０の第２端子９６０とが夫々接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００８－５２２３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、製造工程の簡略化が図られるコネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、第１のコネクタとして、
　基板上に搭載されると共に相手側コネクタと接続可能なコネクタであって、
　前記コネクタは、ハウジングと、前記ハウジングに保持された複数のコンタクトとを備
えており、
　前記複数のコンタクトは、２列以上のコンタクト列を構成しており、
　前記コンタクト列の夫々を構成する前記コンタクトは、ピッチ方向に並んでおり、
　前記コンタクトの夫々は、前記コネクタが前記基板上に搭載される際に前記基板に固定
される被固定部を有しており、
　前記ハウジングは、前記ピッチ方向と直交する所定方向において隣り合う２列の前記コ
ンタクト列の間に１つ以上の開口部を有しており、
　２つ以上の前記被固定部は、１つの前記開口部内に延びている
コネクタを提供する。
【０００６】
　また、本発明は、第２のコネクタとして、第１のコネクタであって、
　前記コンタクト列の夫々を構成する前記コンタクトの前記被固定部は、互いに同じ方向
に延びている
コネクタを提供する。
【０００７】
　また、本発明は、第３のコネクタとして、第１又は第２のコネクタであって、
　すべての前記被固定部は、前記所定方向において同一方位に延びている
コネクタを提供する。
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【０００８】
　また、本発明は、第４のコネクタとして、第１乃至第３のいずれかのコネクタであって
　前記隣り合う２列の前記コンタクト列の一方の前記コンタクト列を構成する前記コンタ
クトのすべての前記被固定部は、１つの前記開口部内に延びている
コネクタを提供する。
【０００９】
　また、本発明は、第５のコネクタとして、第１乃至第４のいずれかのコネクタであって
、
　前記コンタクトは、圧入部を更に有しており、
　前記ハウジングは、被圧入部を更に有しており、
　前記圧入部は、前記被圧入部に保持されている
コネクタを提供する。
【００１０】
　また、本発明は、第６のコネクタとして、第１乃至第５のいずれかのコネクタであって
、
　前記コネクタは、プラグであり、
　前記ハウジングは、前記コンタクト列に夫々対応する２つ以上のプラグコンタクト支持
部と、１つ以上のプラグ側凹部を更に有しており、
　前記プラグコンタクト支持部は、前記ピッチ方向に長手を有しており、
　前記プラグ側凹部は、前記所定方向において、隣り合う２つの前記プラグコンタクト支
持部の間に位置しており、
　前記開口部は、前記プラグ側凹部内に位置している
コネクタを提供する。
【００１１】
　また、本発明は、第７のコネクタとして、第１乃至第５のいずれかのコネクタであって
、
　前記コネクタは、レセプタクルであり、
　前記コンタクトは、弾性変形可能なバネ部と、前記バネ部に支持された接点とを更に有
しており、
　前記ハウジングは、２つ以上のレセプタクルコンタクト支持部と、２つ以上の島状部と
、１つ以上のレセプタクル側凹部と、２つ以上の受容部とを更に有しており、
　前記レセプタクルコンタクト支持部及び前記島状部は、前記コンタクト列に夫々対応し
ており、
　前記レセプタクルコンタクト支持部は、前記ピッチ方向に長手を有しており、
　前記島状部の夫々は、対応する前記コンタクト列の前記コンタクトの前記バネ部を部分
的に収容しており、
　前記島状部は、前記ピッチ方向に長手を有しており、
　前記受容部は、前記所定方向において、前記２列以上の前記コンタクト列のうちの一つ
の前記コンタクト列に対応する前記レセプタクルコンタクト支持部と前記島状部との間に
位置しており、
　前記レセプタクル側凹部は、前記所定方向において、前記２列以上の前記コンタクト列
のうちの一つの前記コンタクト列に対応する前記レセプタクルコンタクト支持部と前記２
列以上の前記コンタクト列のうちの他の前記コンタクト列に対応する前記島状部との間に
位置しており、
　前記開口部は、前記レセプタクル側凹部内に位置している
コネクタを提供する。
【００１２】
　また、本発明は、第８のコネクタとして、第７のコネクタであって、
　前記コンタクトは、弾性変形可能な対向バネ部を更に有しており、
　前記対向バネ部は、対向部を有しており、
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　前記所定方向において、前記対向部は、前記バネ部と対向しており、
　前記対向バネ部は、前記レセプタクルコンタクト支持部内に部分的に収容されている
コネクタを提供する。
【００１３】
　また、本発明は、第９のコネクタとして、第８のコネクタであって、
　前記コンタクトは、被保持部と、湾曲部とを更に有しており、
　前記湾曲部は、前記ピッチ方向及び前記所定方向の双方と直交する上下方向において前
記被保持部と前記対向バネ部とから上方に延びると共に前記被保持部と前記対向バネ部と
を連結しており、
　前記湾曲部は、前記ピッチ方向と直交する面内において前記バネ部と比較して薄い厚み
を有している
コネクタを提供する。
【００１４】
　また、本発明は、第１０のコネクタとして、第９のコネクタであって、
　前記上下方向において、前記湾曲部は、前記バネ部よりも外側まで延びている
コネクタを提供する。
【００１５】
　また、本発明は、第１１のコネクタとして、第９又は第１０のコネクタであって、
　前記湾曲部は、前記ピッチ方向において、前記バネ部よりも細い
コネクタを提供する。
【００１６】
　また、本発明は、第１２のコネクタとして、第９乃至第１１のいずれかのコネクタであ
って、
　前記レセプタクルコンタクト支持部は、壁部を有しており、
　前記壁部の前記上下方向におけるサイズ（高さ）は、前記被保持部の前記上下方向にお
けるサイズ（高さ）以下であり、前記湾曲部は前記所定方向から見た場合に視認可能とな
っている
コネクタを提供する。
【００１７】
　また、本発明は、第１のコネクタ組立体として、
　第６のコネクタと第７乃至第１２のいずれかのコネクタとを夫々プラグとレセプタクル
として備える
コネクタ組立体を提供する。
【００１８】
　更に、本発明は、第２のコネクタ組立体として、第１のコネクタ組立体であって、
　前記プラグの前記被固定部は、前記所定方向において前記レセプタクルの前記被固定部
の延びる方向と逆向きに延びている
コネクタを提供する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明のコネクタでは、２つ以上の被固定部が１つの開口部内に延びている。これによ
り、複数のコンタクトをキャリアに連結されたままの状態でハウジングに一括して組み込
むことができる。詳しくは、キャリアに連結した複数のコンタクトをハウジングに一括し
て圧入した後、開口部からキャリア切断用治具を挿入し、複数のコンタクトから同時にキ
ャリアを分離する。このように本発明によれば、コネクタの製造工程の簡略化が図られる
。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態によるプラグの組立途中の状態を示す底面斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態によるプラグを示す底面図である。
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【図３】図２のプラグをＡ－Ａ線に沿って示す断面図である。
【図４】図２のプラグを示す上面図である。
【図５】図２のプラグの組立工程を説明するための斜視図である。ここでプラグコンタク
トは、プラグハウジングに取り付けられる前の状態であり、またキャリアに接続されてい
る。
【図６】図５の製造工程に続く工程を示す斜視図である。ここでプラグコンタクトは、プ
ラグハウジングに圧入されており、またキャリアは切り離されていない。
【図７】本発明の実施の形態によるレセプタクルの組立途中の状態を示す斜視図である。
【図８】本発明の実施の形態によるレセプタクルを示す上面図である。
【図９】図８のレセプタクルをＢ－Ｂ線に沿って示す断面図である。
【図１０】図９のレセプタクルの一部を示す拡大断面図である。
【図１１】図８のレセプタクルを示す底面図である。
【図１２】図８のレセプタクルの組立工程を説明するための斜視図である。ここでレセプ
タクルコンタクトは、レセプタクルハウジングに取り付けられる前の状態であり、またキ
ャリアに接続されている。
【図１３】図２のプラグと図８のレセプタクルとを備えるコネクタ組立体の接続工程を示
す斜視図である。ここで、プラグとレセプタクルは接続されていない。
【図１４】図１３の接続工程に続く工程を示す斜視図である。ここで、プラグとレセプタ
クルは接続されている。
【図１５】図１４のコネクタ組立体を示す平面図である。
【図１６】図１５のコネクタ組立体をＣ－Ｃ線に沿って示す断面図である。
【図１７】特許文献１の第１コネクタを示す断面図である。
【図１８】特許文献１の第２コネクタを示す断面図である。
【図１９】特許文献１の第１コネクタと第２コネクタとの嵌合状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１、図７、図１３及び図１４を参照すると、本発明の実施の形態によるコネクタ組立
体１０は、プラグ（コネクタ）１００と、レセプタクル（コネクタ）３００とを備えてい
る。
【００２２】
　図１、図１３乃至図１６から理解されるように、本発明の実施の形態によるプラグ１０
０は、回路基板（図示せず）上に搭載されると共に上下方向に沿ってレセプタクル３００
を相手側コネクタとして接続可能なものである。プラグ１００とレセプタクル３００との
具体的な接続については、後述する。本実施の形態において、上下方向は、Ｚ方向である
。
【００２３】
　図１乃至図４に示されるように、本実施の形態のプラグ１００は、絶縁体からなるプラ
グハウジング（ハウジング）１５０と、プラグハウジング１５０に保持された複数の金属
製のプラグコンタクト（コンタクト）２００を備えている。
【００２４】
　図１乃至図４に示されるように、本実施の形態のプラグハウジング１５０は、主板部１
５５と、４つのプラグコンタクト支持部１５１と、複数のプラグ側保持部１５６と、複数
の被圧入部１５４と、３つのプラグ側凹部１５８とを有している。
【００２５】
　図２乃至図４に示されるように、主板部１５５には、第１主面（主面）１５９と、３つ
の開口部１５２とが設けられている。第１主面１５９は、主板部１５５の－Ｚ側面を構成
し、且つ、ピッチ方向及びピッチ方向と直交する所定方向により規定される平面内に延び
ている。開口部１５２は、上下方向において第１主面１５９を貫通している。本実施の形
態においては、ピッチ方向はＹ方向であり、所定方向はＸ方向である。
【００２６】
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　図３に示されるように、プラグコンタクト支持部１５１の夫々は、主板部１５５から＋
Ｚ側に延びている。プラグコンタクト支持部１５１の夫々は、ピッチ方向に長手を有して
いる。プラグコンタクト支持部１５１の夫々には、複数のプラグ側保持部１５６と、複数
の被圧入部１５４が設けられている。プラグ側保持部１５６は、上下方向に貫通する孔で
ある。被圧入部１５４は、プラグ側保持部１５６の－Ｚ側端部近傍であって、プラグ側保
持部１５６のピッチ方向両外側に位置している。
【００２７】
　図３及び図４から理解されるように、プラグ側凹部１５８は、所定方向において隣り合
う２つのプラグコンタクト支持部１５１の間に位置している。開口部１５２は、プラグ側
凹部１５８内に位置している。
【００２８】
　本実施の形態の複数のプラグコンタクト２００は、４列のプラグコンタクト列を構成し
ており、プラグコンタクト列の夫々を構成するプラグコンタクト２００は、ピッチ方向に
並んでいる。プラグコンタクト２００により構成されるプラグコンタクト列は、プラグコ
ンタクト支持部１５１に夫々対応している。プラグコンタクト列の夫々は、対応するプラ
グコンタクト支持部１５１の＋Ｘ側に位置している。開口部１５２は、所定方向において
隣り合う２列のプラグコンタクト列の間に夫々位置している。プラグ側保持部１５６は、
プラグコンタクト２００と夫々対応している。
【００２９】
　図２、図３及び図５に示されるように、本実施の形態のプラグコンタクト２００の夫々
は、被固定部２１０と、第１連結部２１１と、接触部２１２と、２つの圧入部２２０とを
有している。
【００３０】
　被固定部２１０は、プラグ１００が回路基板（図示せず）上に搭載される際に回路基板
（図示せず）に半田付けにより固定されるものである。図２及び図４に示されるように、
プラグコンタクト列を構成するプラグコンタクト２００のすべての被固定部２１０は、所
定方向において、１つの開口部１５２に延びている。詳しくは、所定方向において隣り合
う２列のプラグコンタクト列の一方のプラグコンタクト列を構成するプラグコンタクト２
００のすべての被固定部２１０は、１つの開口部１５２内に延びている。本実施の形態に
おいて、すべてのプラグコンタクト２００の被固定部２１０は、＋Ｘ方向に延びている。
プラグコンタクト２００の被固定部２１０は、第１主面１５９上に露出している。
【００３１】
　図３に示されるように、第１連結部２１１は、接触部２１２と被固定部２１０とを連結
している。本実施の形態の第１連結部２１１は、Ｌ字状の形状を有している。
【００３２】
　図３及び図１６より理解されるように、接触部２１２は、第１連結部２１１の＋Ｚ側端
から＋Ｚ方向に延びている。
【００３３】
　図２及び図５より理解されるように、圧入部２２０は、ピッチ方向において接触部２１
２の両端に夫々位置しており、ピッチ方向外側に突出している。この圧入部２２０は、プ
ラグコンタクト２００をプラグハウジング１５０のプラグコンタクト支持部１５１のプラ
グ側保持部１５６に圧入した際に、プラグハウジング１５０の被圧入部１５４に食い込む
ことによりプラグハウジング１５０の被圧入部１５４に保持される部位である。
【００３４】
　図１、図２、図５及び図６を参照すると、複数のプラグコンタクト２００は、プラグハ
ウジング１５０に対して以下に説明するように取り付けられる。
【００３５】
　図５に示されるように、プラグハウジング１５０に取り付けられる前の複数のプラグコ
ンタクト２００は、キャリア２５０に接続された状態となっている。プラグコンタクト２
００をプラグハウジング１５０のプラグ側保持部１５６に対応させた状態で、第１連結部
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２１１を治具（図示せず）で押圧することにより、プラグハウジング１５０に対してプラ
グコンタクト２００を一括して組み込むことができる。詳しくは、第１連結部２１１が押
圧されると、プラグコンタクト２００が、プラグハウジング１５０のプラグコンタクト支
持部１５１のプラグ側保持部１５６に対して＋Ｚ方向に夫々圧入され、プラグコンタクト
２００の圧入部２２０はプラグハウジング１５０の被圧入部１５４に食い込む。このよう
にして、プラグコンタクト２００の圧入部２２０は、プラグハウジング１５０の被圧入部
１５４に保持される。このとき、図４及び図６から理解されるように、プラグ１００を＋
Ｚ側から上下方向に沿って見た場合、プラグコンタクト２００の被固定部２１０は、プラ
グハウジング１５０のプラグ側凹部１５８及び開口部１５２を通して視認できるようにな
っている。
【００３６】
　次に、キャリア切断用治具５００を、プラグ１００の開口部１５２に対して＋Ｚ側から
上下方向に沿って挿入し、キャリア２５０と被固定部２１０との接続箇所２５２に対して
キャリア切断用治具５００の－Ｚ側端部を押圧することにより、キャリア２５０をプラグ
コンタクト２００から切り離す。これにより、プラグ１００は図１に示される状態となる
。このように、プラグ１００においては、キャリア２５０に連結した複数のプラグコンタ
クト２００をプラグハウジング１５０に組み込んだ後において、プラグコンタクト２００
からキャリア２５０を切り離す際に、開口部１５２からキャリア切断用治具５００を挿入
することにより複数のプラグコンタクト２００から同時にキャリア２５０を分離すること
ができる。さらに、一つのプラグコンタクト支持部１５１のプラグ側保持部１５６にプラ
グコンタクト２００を取り付けた後、＋Ｘ側に隣接するプラグコンタクト支持部１５１の
プラグ側保持部１５６に対して同様にキャリア２５０に連結されたプラグコンタクト２０
０を圧入することにより、順次プラグコンタクト２００をプラグハウジング１５０に取り
付ける。この際、被固定部２１０の向きが揃っていることから、既に圧入されたプラグコ
ンタクト２００の被固定部２１０とキャリア２５０とが接触することなく、この取付作業
を行うことができる。これにより、プラグコンタクト２００の破損を避けることができる
。
【００３７】
　図１、図７及び図１４から理解されるように、本発明の実施の形態によるレセプタクル
３００は、回路基板（図示せず）上に搭載されると共に上下方向に沿ってプラグ１００を
相手側コネクタとして接続可能なものである。ここで本実施の形態のレセプタクル３００
においては、－Ｚ方向が上方であり、＋Ｚ方向が下方である。プラグ１００とレセプタク
ル３００との具体的な接続については、後述する。本実施の形態のレセプタクル３００は
、絶縁体からなるレセプタクルハウジング（ハウジング）３５０と、レセプタクルハウジ
ング３５０に保持された複数の金属製のレセプタクルコンタクト（コンタクト）４００を
備えている。
【００３８】
　図７乃至図１１を参照すると、本実施の形態のレセプタクルハウジング３５０は、４つ
のレセプタクルコンタクト支持部３５３と、複数のレセプタクル側保持部３５４と、複数
の被圧入部３５２と、４つの受容部３５８と、４つの島状部３５５と、複数のバネ部収容
部３５６と、３つの開口部３５１と、３つのレセプタクル側凹部３５７と、第２主面（主
面）３５９とを有している。
【００３９】
　図７乃至図１１に示すように、レセプタクルコンタクト支持部３５３の夫々は、ピッチ
方向に長手を有している。レセプタクルコンタクト支持部３５３の夫々には、複数のレセ
プタクル側保持部３５４と、複数の被圧入部３５２と、複数の対向バネ部収容部３６０と
が設けられている。レセプタクル側保持部３５４は、上下方向に延びる壁部３６１を有し
ており、上下方向に貫通している。被圧入部３５２は、レセプタクル側保持部３５４の下
端近傍であって、レセプタクル側保持部３５４のピッチ方向における両外側に位置してい
る。対向バネ部収容部３６０は、所定方向においてレセプタクル側保持部３５４の＋Ｘ側
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に位置している。
【００４０】
　図９及び図１６から理解されるように、受容部３５８は、プラグ１００とレセプタクル
３００とを接続する際に、プラグ１００のプラグコンタクト２００の接触部２１２とプラ
グハウジング１５０のプラグコンタクト支持部１５１とを受容する部分である。受容部３
５８は、レセプタクルコンタクト支持部３５３に夫々対応しており、所定方向において、
対応するレセプタクルコンタクト支持部３５３の＋Ｘ側に位置している。
【００４１】
　図８及び図９から理解されるように、島状部３５５の夫々は、ピッチ方向に長手を有し
ている。島状部３５５は、受容部３５８に夫々対応している。島状部３５５は、所定方向
において、対応する受容部３５８の＋Ｘ側に位置している。島状部３５５の夫々には、複
数のバネ部収容部３５６が設けられている。
【００４２】
　図８及び図９に示されるように、開口部３５１は、レセプタクル側凹部３５７内に位置
している。図７乃至図１１から理解されるように、レセプタクル側凹部３５７は、所定方
向において、隣り合う２つのレセプタクルコンタクト支持部３５３の間に位置している。
図９乃至図１１に示されるように、第２主面３５９は、レセプタクルハウジング３５０の
＋Ｚ側面を構成し、且つ、ピッチ方向と所定方向とで規定される平面内に延びている。
【００４３】
　図７乃至図１１に示されるように、本実施の形態による複数のレセプタクルコンタクト
４００は、４列のレセプタクルコンタクト列を構成している。レセプタクルコンタクト列
の夫々を構成するレセプタクルコンタクト４００は、ピッチ方向に並んでいる。レセプタ
クルコンタクト支持部３５３は、レセプタクルコンタクト列に夫々対応している。島状部
３５５は、レセプタクルコンタクト列に夫々対応している。受容部３５８は、所定方向に
おいて、４列のレセプタクルコンタクト列のうちの一つのレセプタクルコンタクト列に対
応するレセプタクルコンタクト支持部３５３と島状部３５５との間に位置している。開口
部３５１は、所定方向において隣り合う２列のレセプタクルコンタクト列の間に位置して
いる。レセプタクル側凹部３５７は、所定方向において、４列のレセプタクルコンタクト
列のうちの一つのレセプタクルコンタクト列に対応するレセプタクルコンタクト支持部３
５３と４列のレセプタクルコンタクト列のうちの他のレセプタクルコンタクト列に対応す
る島状部３５５との間に位置している。レセプタクル側保持部３５４、バネ部収容部３５
６及び対向バネ部収容部３６０は、レセプタクルコンタクト４００と夫々対応している。
【００４４】
　図９乃至図１１に示されるように、本実施の形態のレセプタクルコンタクト４００の夫
々は、被固定部４１０と、第２連結部４１５と、被保持部４７０と、２つの圧入部４２０
と、湾曲部４８０と、弾性変形可能な対向バネ部４５０と、第３連結部４３５と、弾性変
形可能なバネ部４３０と、接点４４０とを有している。
【００４５】
　被固定部４１０は、レセプタクル３００が回路基板（図示せず）上に搭載される際に回
路基板（図示せず）に半田付けにより固定されるものである。図８及び図１１に示される
ように、レセプタクルコンタクト列を構成するレセプタクルコンタクト４００のすべての
被固定部４１０は、１つの開口部３５１内に延びている。詳しくは、所定方向において隣
り合う２列のレセプタクルコンタクト列の一方のレセプタクルコンタクト列を構成するレ
セプタクルコンタクト４００のすべての被固定部４１０は、１つの開口部３５１内に延び
ている。本実施の形態において、すべてのレセプタクルコンタクト４００の被固定部４１
０は、－Ｘ方向に延びている。レセプタクルコンタクト４００の被固定部４１０は、第２
主面３５９上に露出している。
【００４６】
　図９及び図１０に示されるように、第２連結部４１５は、被固定部４１０と被保持部４
７０とを連結している。本実施の形態の第２連結部４１５は、Ｌ字状の形状を有している
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。
【００４７】
　図９及び図１０に示されるように、被保持部４７０は、第２連結部４１５の－Ｚ側端か
ら－Ｚ方向に延びている。被保持部４７０の－Ｚ側端は、湾曲部４８０に連結されている
。
【００４８】
　図９乃至図１２から理解されるように、圧入部４２０は、ピッチ方向において被保持部
４７０の両端に夫々位置しており、ピッチ方向において外側に突出している。この圧入部
４２０は、レセプタクルコンタクト４００をレセプタクルハウジング３５０のレセプタク
ルコンタクト支持部３５３のレセプタクル側保持部３５４に圧入した際に、レセプタクル
ハウジング３５０の被圧入部３５２に食い込むことによりレセプタクルハウジング３５０
の被圧入部３５２に保持される部位である。
【００４９】
　図９及び図１０に示されるように、湾曲部４８０は、上下方向において被保持部４７０
と対向バネ部４５０とから上方に延びると共に被保持部４７０と対向バネ部４５０とを連
結している。具体的には、湾曲部４８０は、ピッチ方向と直交する面内において半円状の
形状を有している。湾曲部４８０は、ピッチ方向と直交する面内において、バネ部４３０
と比較して薄い厚みを有している。上下方向において、湾曲部４８０は、バネ部４３０よ
りも外側まで延びている。湾曲部４８０は、ピッチ方向において、バネ部４３０よりも細
くなっている。即ち、レセプタクルコンタクト４００は、バネ部４３０と比較して湾曲部
４８０のばね剛性が低い構造となっている。これにより、プラグ１００とレセプタクル３
００との接続の際に所定方向における相対位置にズレが生じても、湾曲部４８０が変位し
てズレを吸収するため、バネ部４３０の過大な変形が避けられ、また接点４４０及び対向
部４６０のプラグ１００に対する接触力が増加しないことからプラグ１００のレセプタク
ル３００に対する挿抜力の増大を避けることができる。
【００５０】
　図９及び図１０に示されるように、レセプタクルコンタクト支持部３５３のレセプタク
ル側保持部３５４の壁部３６１の上下方向におけるサイズ（高さ）は、被保持部４７０の
上下方向におけるサイズ（高さ）以下であり、湾曲部４８０は所定方向から見た場合、よ
り具体的には－Ｘ側から見た場合に視認可能となっている。これにより、レセプタクル側
保持部３５４の壁部３６１の上下方向における中心の位置とレセプタクルコンタクト４０
０の圧入部４２０の位置とを一致させることができるため、レセプタクル３００の反りを
抑制することができる。加えて、湾曲部４８０の－Ｘ側にはレセプタクルハウジング３５
０が設けられていないため、湾曲部４８０の所定方向における変位量を大きくすることが
でき、プラグ１００とレセプタクル３００との接続の際に所定方向における相対位置にズ
レが生じても湾曲部４８０の変位によりズレを吸収することができる。
【００５１】
　図９及び図１０に示されるように、対向バネ部４５０は、湾曲部４８０の＋Ｘ側端部か
ら下方に延びており、Ｓ字状の形状を有している。対向バネ部４５０は、レセプタクルコ
ンタクト支持部３５３の対向バネ部収容部３６０内に部分的に収容されている。対向バネ
部４５０は、所定方向においてバネ部４３０と対向している対向部４６０を有している。
対向バネ部４５０が弾性変形可能となっているため、対向部４６０は所定方向において移
動可能となっている。
【００５２】
　図９及び図１０に示されるように、第３連結部４３５は、上下方向において対向バネ部
４５０の下端及びバネ部４３０の下端から下方に延びており、対向バネ部４５０とバネ部
４３０を連結している。図１１に示されるように、第３連結部４３５は、レセプタクル３
００を下方から見た場合に視認可能となっている。
【００５３】
　図９及び図１０に示されるように、バネ部４３０は、Ｊ字状の形状を有しており、自由
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端付近に接点４４０を有している。接点４４０は、弾性変形可能なバネ部４３０に支持さ
れているため、所定方向において移動可能となっている。接点４４０は、プラグ１００と
レセプタクル３００とが接続した際にプラグ１００のプラグコンタクト２００の接触部２
１２と接触する部分である。島状部３５５のバネ部収容部３５６は、対応するレセプタク
ルコンタクト列のレセプタクルコンタクト４００のバネ部４３０を部分的に収容している
。
【００５４】
　図６乃至図１２を参照すると、レセプタクルコンタクト４００は、上述した実施の形態
のプラグコンタクト２００の場合と同様に、レセプタクルハウジング３５０に対して以下
に説明するように取り付けられる。
【００５５】
　図１２に示されるように、レセプタクルハウジング３５０に取り付けられる前の複数の
レセプタクルコンタクト４００は、キャリア４９０に接続された状態となっている。レセ
プタクルコンタクト４００をレセプタクルハウジング３５０のレセプタクル側保持部３５
４に対応させた状態で、第２連結部４１５を治具（図示せず）で押圧することにより、レ
セプタクルハウジング３５０に対してレセプタクルコンタクト４００を一括して組み込む
ことができる。詳しくは、第２連結部４１５が押圧されると、レセプタクルコンタクト４
００が、レセプタクルハウジング３５０のレセプタクルコンタクト支持部３５３のレセプ
タクル側保持部３５４に対して－Ｚ方向に夫々圧入され、レセプタクルコンタクト４００
の圧入部４２０はレセプタクルハウジング３５０の被圧入部３５２に食い込む。このよう
にして、レセプタクルコンタクト４００の圧入部４２０は、レセプタクルハウジング３５
０の被圧入部３５２に保持される。このとき、図６乃至図８及び図１２から理解されるよ
うに、レセプタクル３００を－Ｚ側から上下方向に沿って見た場合、複数のレセプタクル
コンタクト４００の被固定部４１０は、レセプタクルハウジング３５０のレセプタクル側
凹部３５７及び開口部３５１を通して視認できるようになっている。
【００５６】
　次に、キャリア切断用治具（図示せず）を、レセプタクル３００の開口部３５１に対し
て－Ｚ側から上下方向に沿って挿入し、キャリア４９０と被固定部４１０との接続箇所４
９２に対してキャリア切断用治具（図示せず）の＋Ｚ側端部を押圧することにより、キャ
リア４９０をレセプタクルコンタクト４００から切り離す。これにより、レセプタクル３
００は図７に示される状態となる。このように、レセプタクル３００においては、キャリ
ア４９０に連結した複数のレセプタクルコンタクト４００をレセプタクルハウジング３５
０に組み込んだ後において、レセプタクルコンタクト４００からキャリア４９０を切り離
す際に、開口部３５１からキャリア切断用治具（図示せず）を挿入することにより複数の
レセプタクルコンタクト４００から同時にキャリア４９０を分離することができる。さら
に、一つのレセプタクルコンタクト支持部３５３にレセプタクルコンタクト４００を取り
付けた後、－Ｘ側に隣接するレセプタクルコンタクト支持部３５３に対して同様にキャリ
ア４９０に連結されたレセプタクルコンタクト４００を圧入することにより、順次レセプ
タクルコンタクト４００をレセプタクルハウジング３５０に取り付ける。この際、被固定
部４１０の向きが揃っていることから、既に圧入されたレセプタクルコンタクト４００の
被固定部４１０とキャリア４９０とが接触することなく、この取付作業を行うことができ
る。これにより、レセプタクルコンタクト４００の破損を避けることができる。
【００５７】
　上述したプラグ１００（図２参照）とレセプタクル３００（図８参照）とを備えるコネ
クタ組立体１０の接続は、以下に説明するように行われる。まず図１３を参照して、上下
方向において、プラグ１００のプラグコンタクト２００の被固定部２１０が露出している
面、即ち第１主面１５９を－Ｚ側に向けると共にレセプタクル３００のレセプタクルコン
タクト４００の被固定部４１０が露出している面、即ち第２主面３５９を＋Ｚ側に向けた
うえで、両者を上下方向において近づける。
【００５８】
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　次に、レセプタクル３００の４つの受容部３５８に対して、プラグ１００の４つのプラ
グコンタクト列と４つのプラグコンタクト支持部１５１が夫々受容されるように、両者を
更に近づけると、プラグ１００及びレセプタクル３００は図１４乃至図１６に示される状
態となる。即ち、図１６に示されるように、プラグ１００のプラグコンタクト２００とプ
ラグコンタクト支持部１５１は、レセプタクル３００のレセプタクルコンタクト４００の
バネ部４３０の接点４４０と対向バネ部４５０の対向部４６０との間に夫々挟まれ、プラ
グコンタクト２００の接触部２１２はレセプタクルコンタクト４００のバネ部４３０の接
点４４０と夫々接触する。これにより、プラグ１００のプラグコンタクト２００は、レセ
プタクル３００のレセプタクルコンタクト４００と夫々接続される。
【００５９】
　図１６に示されるように、プラグ１００とレセプタクル３００とを接続することにより
構成されたコネクタ組立体１０において、プラグ１００の被固定部２１０は、所定方向に
おいてレセプタクル３００の被固定部４１０の延びる方向と逆向きに延びている。従って
、レセプタクル３００のレセプタクルコンタクト４００の湾曲部４８０をレセプタクルハ
ウジング３５０の上端まで延ばしたとしても、プラグ１００とレセプタクル３００とを接
続した際に、レセプタクルコンタクト４００の湾曲部４８０と、プラグコンタクト２００
の被固定部２１０と回路基板（図示せず）との半田接続部分とが、干渉することはない。
【００６０】
　以上、本発明について実施の形態を掲げて具体的に説明してきたが本発明は、これに限
定されるものではない。
【００６１】
　上述した実施の形態のプラグ１００においては、開口部１５２は所定方向において隣り
合う２列のプラグコンタクト列の間に１つ設けられていたが、２つ以上の被固定部が１つ
の開口部内に延びている限り、所定方向において隣り合う２列のプラグコンタクト列の間
に２つ以上の開口部を備えていても良い。
【００６２】
　また、上述した実施の形態のレセプタクル３００においては、開口部３５１は所定方向
において隣り合う２列のレセプタクルコンタクト列の間に１つ設けられていたが、２つ以
上の被固定部が１つの開口部内に延びている限り、所定方向において隣り合う２列のレセ
プタクルコンタクト列の間に２つ以上の開口部を備えていても良い。
【符号の説明】
【００６３】
　　１０　　　　コネクタ組立体
　１００　　　　プラグ（コネクタ）
　１５０　　　　プラグハウジング（ハウジング）
　１５１　　　　プラグコンタクト支持部
　１５２　　　　開口部
　１５４　　　　被圧入部
　１５５　　　　主板部
　１５６　　　　プラグ側保持部
　１５８　　　　プラグ側凹部
　１５９　　　　第１主面（主面）
　２００　　　　プラグコンタクト（コンタクト）
　２１０　　　　被固定部
　２１１　　　　第１連結部
　２１２　　　　接触部
　２２０　　　　圧入部
　２５０　　　　キャリア
　２５２　　　　接続箇所
　３００　　　　レセプタクル（コネクタ）
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　３５０　　　　レセプタクルハウジング（ハウジング）
　３５１　　　　開口部
　３５２　　　　被圧入部
　３５３　　　　レセプタクルコンタクト支持部
　３５４　　　　レセプタクル側保持部
　３５５　　　　島状部
　３５６　　　　バネ部収容部
　３５７　　　　レセプタクル側凹部
　３５８　　　　受容部
　３５９　　　　第２主面（主面）
　３６０　　　　対向バネ部収容部
　３６１　　　　壁部
　４００　　　　レセプタクルコンタクト（コンタクト）
　４１０　　　　被固定部
　４１５　　　　第２連結部
　４２０　　　　圧入部
　４３０　　　　バネ部
　４３５　　　　第３連結部
　４４０　　　　接点
　４５０　　　　対向バネ部
　４６０　　　　対向部
　４７０　　　　被保持部
　４８０　　　　湾曲部
　４９０　　　　キャリア
　４９２　　　　接続箇所
　５００　　　　キャリア切断用治具
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